
グリストラップ清掃及び汚泥等回収業務実施要領 

 この要領は、地方独立行政法人栃木県立がんセンター（以下「センター」という。）のグリスト

ラップ清掃及び汚泥等回収業務を受託する者（以下「受託者」という。）が行う業務の大要を示す

ものであって、現場の状況に応じて簡易なものについては、本書に記載されていない事項であっ

ても誠意をもって行うものとし、センターが業務運営上必要と認めたものは、契約金額の範囲内

で実施するものとする。 

 

１ 目 的 

  センターのグリストラップの清掃及び汚泥等の回収を実施することにより、センター業務の円滑

な運営に寄与する。 

 

２ 業務場所 

    宇都宮市陽南４丁目９番１３号 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 

 

３ 業務委託期間 

    自 ２０２５年 ４月 １日 

    至 ２０２８年 ３月３１日 

 

４ 清掃箇所 

 ① 本館厨房用グリストラップ 

 ② 本館厨房ポンプ槽グリストラップ 

③ 職員宿舎厨房用グリストラップ 

④ セブンイレブン用グリストラップ 

                                   合計４箇所 

５ 清掃回収の回数等 

  受託者は、契約期間中において、毎年４回（セブンイレブン用グリストラップは毎年２回）

の清掃及び汚泥等の回収を行い、回収した汚泥等を適切に処理すること。 

 

６ 清掃時間 

  清掃は、センターの就業時間（通常勤務日の勤務時間）内に行うものとする。 

 

７ 受託者の責務 

(1)  受託者は、センターの名誉を重んじ、これを毀損しないように努めなければならない。 

(2) 受託者は、センター内において知り得た情報を外部に漏らしてはならない。この事項は 受

託者及び業務従事者がこの業務を解かれた後も持続するものとする。 

 (3) センター内は、全面禁煙であるため、従事者もこれに従うこと。 

 

 



８ 再委託の禁止等 

 ⑴ 乙は、委託業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。 

 ⑵ ⑴を除く業務の一部を再委託等する場合は、あらかじめ業務再委託の承認申請（様式第３号）を行

い、センターの承認を得るものとする。 

 

９ 負担区分 

 ⑴ 業務に要する物品等は全て受託者の負担とする。 

 ⑵ 業務実施に要するセンターの施設、電力、水道の費用はセンターの負担とする。 

 

10 測定成績書の提出 

  受託者は、測定を行なったときは、速やかに排水水質分析報告書をセンターに提出するもの

とする。 

 

11 その他 

  この要領に定めのない事項については、その都度センターと受託者とが協議して文書にて取 

り決めるものとする。 


